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英文法におけるart vs. science
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 【要　旨】　言語研究の目的には，言語の実用を目標とするart的側面と，言語の本質を追求するscience的側面

とがある．今日，わが国の英語教育において，このart面とscience面との混同が指導上の問題を投げかけている．

　英語の実際的運用能力が強く望まれている大学レベルの英語教育においては，まずはart的英語教育が目指さ

れるべきである．しかし，同時に学問研究の府としての大学では言語のscience的研究とその教授も無視できな

い．そこで，その両方の要求を満たす教授法，つまりscience的英語研究の成果を基礎に置き，学生の知的好奇心

を満たしながら，実際の運用能力にもプラスになるようなartとしての英語教授法が必要になる．

　本稿では，英文法におけるartとscienceの対立を歴史的に概観し，art文法とscience文法の特徴と相違点を明

確にし，そこから大学教養過程における英語教育の理念，及び方法を考えるヒントを探りたい．

 【キーワード】　art vs. science，英語教育，英文法，言語学史，英語学史

はじめに

　English School Grammarの型を確立し「英文法

の父」と呼ばれるに相応しい業績を残したLindley 

Murray（１７４５－１８２ ６ ）は（McKnight， １９２８; Flasdieck,

 １９２８），「英文法」を次のように定義している．
　

ENGLISH GRAMMAR is the art of 

speaking and writing the English 

language with propriety.（Murray, １７９５: 

p. 1）［英文法とは，英語を正しく作法通りに

話したり，書いたりする技である．］（以下，

外国語引用文の邦訳はすべて原著者による）
　

元来は弁護士を生業としていたMurrayは文法記述者

としての立場をauthorではなく，あくまでもcompiler

として貫いたことは知られるが（McKnight，１９２８），

「文法をart（技）」とする英文法の定義も彼の独創では

ない．後で詳述するが，この定義はそれまでの規範英

文法家のcommon senseを踏襲したものである．

　Murrayの英文法の定義は実に明快であるが，外国

語として英語を学習する日本人の感覚からすると少々

理解しがたい部分がある．それは，文法の定義の中に

「読む」，「読んで理解する」という視点が欠けているこ

とだ．大部分の日本人にとって，「英文法」とは「英語

を正しく話したり，書いたりする技」というよりはむ

しろ，「英文を正確に読む，あるいは正確に訳す技」と

する方がより納得がいくのではないだろうか．それは，

英文を書く際にも英文法を意識するのは当然だが，外

国語として英語を学ぶ者にとって，まずは英文を理解

する，つまり英文を正確に読み取る技としての文法が

第一に意識されるのが自然であるからだ．このように，

「文法」の意味はその語を使う人の立場によって様々で

ある．

　本稿では，文法概念　　artとしての文法とscience

としての文法　　の成立を歴史的に整理し，今日のわ

が国の大学教養課程で行うべき英文法教育（英語教

育）を考えてみたい． 
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二つの文法

１ ．artとしての文法

　科学としての言語学が成立するのは１９世紀後半であ

るが，言語の考察そのものは人類の精神の歴史と共に

あった．西洋世界で言えば，言語の本質についての議

論は古典時代から存在し，プラトーンの対話篇『クラ

テュロス』では言語起源論　　語とそれが指し示す事

物との本質的関係　　が論じられ，またアリストテ

レースは『政治学』の中で人間を「ロゴス的動物」と

定義し，人間の言語と動物の叫び声との明確な区別を

論じている．

　言語の哲学的・思弁的探求とは別に，言葉を正確に

理解し，正しく使う目的での実用的技術が，ギリシア

本土が失墜した後，ヘレニズム文化の中心となったエ

ジプト・プトレマイオス朝の首都アレキサンドリアで興っ

た．ここの有名な大図書館には莫大な量のギリシア語

文献が集められていたが，その図書の整理のため当時

すでに理解困難となっていた古典の註解が必要となり，

文献学（philology）が誕生した．その作業は言語研究を

前提としたため，古典語を理解する
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

という極めて実用

的な要請から文法（ギリシア語teckn e-  grammatik e- , 

ラテン語ars grammatica）が成立した．言い換えれ

ば，ホメロスを正確に読みたいという情熱が文法を誕

生させたのだが，ギリシア語teckn e- ，ラテン語arsが

示すように，文法はまず「技術・技芸」としてとらえ

られていたのである．

　文法をartとみなす考え方は，中世を経て近世に至

るまで西洋における言語教育の伝統となり，近世にお

ける規範文法もその伝統の下で成立した．例えば，１７

世紀から１８世紀にかけて英語の規範化を目的とした

様々な英文法書が出たが，その代表的な英文法家によ

る「文法」の定義は次の通りである．
　

－ Grammar is   e Art of writing and 

speaking wel.（Butler, １６３４）

　［文法は上手に書き，話す技術である．］

－ Grammar is the art of true, and well 

speaking a Language: the writing is 

but an Accident.（Jonson, １６４０）

　［文法は言葉を正しく，上手に話す技術で

ある．書くことは付随的なものに過ぎな

い．］

－ Grammar, which is the Art of using 

words properly […].（Johnson, １７５５）

　［文法，それは語を正しく使用する技術であ

り […]．］

－ Grammar is the art of using words 

properly.（Priestley, １７６１）

　［文法は語を正しく使う技術である．］

－ Grammar is the art of rightly 

expressing our thoughts by Words.

（Lowth, １７６２）

　［文法は語を用いて，自分の考えることを

正確に表現する技術である．］
　

以上の規範英文法家による「文法」の定義には，ほと

んど差がない．共通点を整理すると，

 （１）文法をart（技術・技芸）ととらえる．

 （２）文法の目的は，言葉による正確な自己表現，す

　　　なわち正しく話し，書くことにある．

の二点にまとめることができ，先に挙げたMurrayの

英文法の定義へと連なっていく．

　これら英文法の定義は，規範英文法成立以前のイギ

リスで莫大な人気のあったWilliam Lily （ca. １４ ６８－

 １５２２）のラテン文典に見る文法の定義“Grammatica 

est recte scribendi et loquendi ars.［文法は正しく書

き，話す技術．］”の影響を受けている（McKnight, 

 １９２８）．このように，文法を「正しく書き，話すための

技術」とする考えの淵源は中世に認められ，さらにル

ネサンスに入ってもPetrus Ramus（１５１５－１５７２）に

見られるように，文法は“ars bene loquendi［上手

に話す技術］”と定義されていた （Watanabe，１９５８）．

　中世ヨーロッパにおけるlingua francaとしてのラ

テン文法の意味は「共通語であるラテン語で自己をよ

り正確かつ効果的に表現する」ことにあり，その延長

線上にある１８世紀までの英国における規範英文法の意

味は「英語で自己をより正確かつ効果的に表現する」

ことにあった．Murrayにより集大成されるまで出現

した数々の規範英文典は組成における多少の相違こそ
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あれ，「文法は正しく書き，話す技術」という中世以来

の伝統的な文法の定義を踏襲する形で記述されていた．

　西洋における学芸の伝統の中で，文法は，論理，修

辞とならぶ自由学芸基礎三学科のひとつとして位置づ

けられ，また中世スコラ学における基礎学芸の目標は

“eloquentia perfecta［完璧なる雄弁］”の習得であっ

た．このように言語教育において「アウトプット」す

なわち「書く・話す」の修練に重点が置かれていたの

は，言語運用の中でも，能動的な「書く・話す」場合

の方が，「インプット」すなわち「読む・聞く」という

受動的作業よりも程度の高い知的訓練を必要とするか

らであろう．そして，その知的訓練の場において文章

作法の規範となる文法が意識された．

２ ．scienceとしての文法

　実用的な言語研究の他に，言語の本質を知る目的で

の哲学的・思弁的な言語考察も，西洋世界においては

ギリシア以来の伝統を持つことはすでに述べた．しか

し，言語に関する学問が，いわゆる科学的な意味にお

いて「言語学」として成立するのは１９世紀に入ってか

らである．この科学的言語学の成立と共に，個別文法

の科学的研究も始まった．

　１９世紀において「歴史的」とは「科学的」の意味で

あり，科学文法，すなわち史的比較言語学（historical-

comparative linguistics）は言語のルーツを探るとい

う欲求から始まった．史的比較言語学は，語源学，あ

るいは系譜学的な意味での科学的言語起源論 （哲学

的・思弁的でないという意味において）であった．そ

のきっかけは， 英国人Sir William Jones （１７４ ６ －１７９ ４ ）

によるサンスクリットの「発見」であるが，それを科

学にまで仕立てたのはドイツ人の学者達である．

　史的比較言語学の「科学性」は，この学問の大宗と

も言うべきJacob Grimm（１７８５－１８ ６３） のDeutsche 

Grammatik に見る次の言葉に見事に集約されている．
　

Allgemeinlogischen begriffen bin ich in 

der Grammatik feind; sie f ü  hren 

scheinbare strenge  und  geschlossenheit 

 der  bestimmungen mit sich, hemmen 

aber die beobachtung, welche ich als die 

seele der sprachforschug betrachte

（Grimm, １８２２: vol.1, p.Ⅵ）．［文法における

普遍的論理の諸概念に私は反対する．それら

の諸概念は確かに，定義の厳格化，統一には

務まるが，観察を妨げてしまう．その観察こ

そ私は言語研究の中心だと見なしている．］
　

「その観察こそ私は言語研究の中心だと見なしている」

という陳述は言語の学問を自然科学的方法論で行うと

いう宣言である．この意味でGrimmこそ，伝統的な

文法　　言語運用を目標とした規範文法　　に対して

の，近代科学文法の創始者であると主張できよう．

　このGrimmの学問的流れは後に，Karl Brugmann

（１８ ４ ８ －１９１９） やHermann Paul （１８ ４ ６ －１９２１） らに代

表されるJunggrammatiker（青年文法学派）たちに

よって方法論的に集大成され，ベルリンやライプチヒ

が当時世界の言語学のメッカとなる．この傍系に

Ferdinand de Saussure（１８５７－１９１３）が位置するの

だが，青年文法学派の諸学者がインド・ヨーロッパ諸

語，ゲルマン諸語といった「個別言語」を研究の対象

としたのに対し，Saussureは「一般言語」という概

念を持ち出し，抽象度の高い言語システムの一般化を

考察の対象とした．Saussureは「近代言語学の父」

と呼ばれるが，言語学方法論の科学性という点から言

えば，Grimmや青年文法学派はすでに十分「近代的」

である．

　「観察こそ言語研究の中心」という史的比較言語学の

研究対象は具体的個別言語である．その個別言語の本

質をそのルーツに求めるため，対象となる言語を史的

文献学的に研究し，語や文法の古い形を突き止め（史

的言語学），文献が存在しない場合には他の古典語

（ゴート語，ラテン語，ギリシア語，サンスクリット

等）との比較・類推により変化法則を見つけ出し（比

較言語学），祖語（言語起源）を再構築していった．こ

のように，史的比較言語学によって，言語のルーツが

「語根」というレベルにまで達し，「語族」という概念

が成立し，一応の方法論的完成を見る．

　この史的比較言語学という科学文法は，言語のルー

ツを探り，そこから「例外ナシ」と呼ばれる言語（音

韻）変化の法則を見つけ出すことが主体であって，言
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学的英文法を創始したのが，Henry Sweet（１８４５－

１９１２）である．

　Sweetは文法分類の第一段階としてtheoreticalなも

のと，practicalなものとに分けた．前者にはscience of 

languageの別称を，後者にはart of languageを与え

ている （Sweet， １８９１）．Sweetの文法研究はtheoretical

な側面に焦点が当てられており，文法の下位区分とし

てpracticalな側面の存在を認めているものの，事実，

彼の英文法書（A New English Grammar）にはそ

の点についての記述はない．

　Sweetは理論文法の下位区分として，記述文法を置

き，さらにその記述をもとに文法現象を説明するため

に歴史文法，比較文法，一般文法からなる説明文法を

置いた（Sweet，１８９１）．これを図式化すると，

となるが，この下位区分法はそのまま「科学文法」の

一般方法論的展開を表わしていて興味深い．つまり，

理論文法（theoretical grammar）とは，science of 

languageという以上「現象の観察」が第一の要件である．

そして，観察した言語現象を記述し，さらには体系的に

分類する．これが記述文法（descriptive grammar）で

ある．次に，記述し，分類した言語現象がどのような

過程を経て成立し，またなぜそのような過程を経たの

かという，「文法のhowとwhy」を理解し，さらに合

理的な説明がなされなければならない．それが，説明

文法（explanatory grammar）であるが，その説明

を加える方法としてSweetは史的文法（historical 

grammar），比較文法（comparative grammar），そ

して一般文法（general grammar）を提示している．

　近代言語学の嚆矢とされるSaussure言語学は，こ

のSweetの図式では，最後の「説明文法」段階におけ

るgeneralの部分に焦点を当てたものといえよう．

Saussure以後の，いわゆる近代言語学・新言語学と呼

ばれる諸派は，このSweetの分類における記述文法，

及び説明文法を独自の形で発展させたものと解釈でき

よう． 

語の実際的運用を目標とはしていない．しかし，個別

言語を対象としている以上，その個別言語の教育に何

かしら応用可能な点が出てくる．そこで，史的比較言

語学において言語教育に関連する価値を認めるとすれ

ば，「書かれたものを正しく理解する」ための補助的な

役割ということであろう．それは，文法における例外

事項や，文法的説明が難しい言語現象に，歴史的解説，

あるいは比較言語学的解説を導入することにより，そ

の現象が「正しく理解される」ことを可能にすること

だ．つまりは，言語現象の理解を目標とした説明のた
・ ・ ・ ・

めの道具
・ ・ ・ ・

としての役割である．

　繰り返すが，この科学的言語学は言語の実際的運用

の習得を目的とはしていない．史的比較言語学の手法

を英文法研究に応用したEduard M ä  tzner（１８０５－

 １８９２）は文法を，
　

Die Grammatik, oder Sprachlehre, 

handelt von den Gesetzten der Rede , und 

zun ä  chst von dem Worte als 

Grundstandtheil derselben, in Beziehung 

auf seinen Stoff und seine Form, in der 

Laut- und Formenlehre, alsdann von der 

Verbindung  der  W ö  rter  in  der  Rede, 

in Lehre von der Wort- und Satzf ü  gung 

（M ä  tzner, １８８０, p.１４. Italics mine: HE） .［文

法，すなわち言葉の学問は，言葉の法則を取

り扱う．第一に基本構成単位としての語を，

その構成要素と形態に鑑みて，音声学，及び

形態論で取り扱い，次に文中における語のつ

ながりを統語論として取り扱う．］
　

と定義している．ここで，文法は中世以来の「言葉を

正しく話したり書いたりするための技術」から，「言語

の法則を見つけ出すための科学」へと変わる．史的比

較言語学という科学的文法研究の登場をもって，文法

の目的が「規範（rules, Regeln）」から「法則（laws, 

Gesetze）」へと変わっていったのである．これは１９世

紀の言語の学問における科学的態度，すなわち現象の

「観察」と「説明」，そして「一般化（法則化）」がその

背景にある．こういった史的比較言語学的手法を受け

継ぎ，英国で規範的学校英文法とは目的を異にする科

grammar

theoretical (science of language) －descriptive－explanatory 

practical (art of language)

historical

comparative

general
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目指すものを明確にした上で，その方法を目的合理的

に考えなくてはならない．この点に立脚しつつ，今日

のわが国の大学英語教育における文法教育の理念を考

察してみたい．

　　　　 大学教養課程の英語教育における

　　　　 artとscienceの融合

１ ． 英文法教育の現状批判

　今日の我が国における英語研究・教育の基本的態度

は，その黎明期から言語現象の観察，記述と説明を主

な目的とするSweet系の科学文法を受け継いでいる．

例えば，日本の英語教育界の基礎を作った市河三喜

（１８８６－１９７０）は『英文法研究』の中で，その趣旨を次

のように述べている．
　

　要はただ文法をもって単に英語を正しく話

したり書いたりする術であるとか，あるいは

文法の教える規則は絶対的なもので，これに

違反する言い方は不正であるとかいうような

見方を避けて，英語における種々の現象をす

べてそのまま言語上の事実として受け入れ，

これを公平に観察し，どうしてこういう言い

方が生じたかを，あるいは歴史的に上代にさ

かのぼって，あるいは他の国語との比較研究

により，あるいは心理学の立場から，不完全

ながらも説明を試みて見たいというのが本書

の趣旨である（市川, １９１２: p. v）．
　

これは，science文法としての史的比較言語学のテー

ゼであって，まさに「ためにする」文法研究であり，

そこではMurrayらの伝統的art文法観は斥けられて

いる．

　もちろん，英語について
・ ・ ・

知るための英語教育ではな

く，コミュニケーションの道具としての英語，つまり

英語を使っての「アウトプット」を中心にした実用英

語を目指すのであれば，Murray型のart文法（規範文

法）で英語を教授し，学習しなくてはならない．この

ような言語（英語）教育における「教養」か「実用」

かの論争は英語教育論として様々な形で表れているが，

結局のところ「技術としての個別文法」か「学問とし

３ ．文法におけるart vs. science

　西洋における文法研究はその起源から「artとしての

文法」と「scienceとしての文法」に分けられていた．

前者は中世の自由学芸の伝統を継いだ「言葉を正確に

運用するための技として学ぶ文法」であり，後者は１９

世紀の史的比較言語学をその創始とする「言語の本質

（起源）を科学的（歴史的・比較的）に探求する文法」

である．これらの相違を簡単にまとめると下のように

なる．
　

　　　　　　　artとしての文法

　　対象　　　 ‘Sollen’ of a language

　　研究態度　prescriptive

　　方法　　　common sense／analogy

　　結果　　　rules（art）

　　目的　　　expressing（speaking／writing）

　　　　　　　scienceとしての文法

　　対象　　　 ‘Sein’ of a language

　　研究態度　descriptive

　　方法　　　observation／analysis 

　　結果　　　laws

　　目的　　　understanding／explaining
　

　artとscienceの対立は文法研究のみならず，様々な

学問分野に観ることができる．scienceが研究対象の

ありのまま（nature）を観察し，そこから普遍的一般

法則を発見することを目的としているのであれば，

art vs. scienceの対立は，そのままart vs. natureの対

立となり，これはギリシア以来のthesis vs. physis論

争を引き継ぐものとなる．この論争は「実定法 vs. 自

然法」の対立からも解るように，哲学や法学の問題と

もなる．このようにart vs. scienceの対立は，言語学

のみならず，諸学芸に関連して，西洋精神史の底を流

れる重要な基本アイディアのひとつの対立であると言

えよう．

　したがって，今日の英語教育において文法教育問題

を論ずる場合でも，文法が宿命として持っているart 

vs. scienceという原理的対立を看過すれば，理念のな

い，つまりは目的のない方法論争となり，その議論は

意味のないものとなる．したがって，まず英語教育が
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Manualといった「英文を書くための教本」が彼らに

とって，今日的意味での「規範文法」となっている．

　しかし，外国語としての英語学習者にとっては，ア

ウトプットの前にインプット，すなわち英語を「理解」

することが必要となる．そこで，英語理解を目的とす

る，ないしは英語理解の補助的役割を担うscience文

法の教授は不可欠となる．よって，大部分の学生が

artとしての実際的英語力を求める一方で，scienceと

しての英語教育がまったく不必要であるとも言えない．

問題があるとすれば，すでに指摘したように手段と目

的の混同であり，インプットからアウトプット，つま

り「理解」から「表現」へ移行した段階の授業におい

てもscience文法が強調され過ぎる点である．

　一例として，現在完了という文法項目を考えてみよ

う．現象理解と説明を目指すscience文法では，まず

現在完了の根本概念及び用法の理解が第一の目的とな

る．そこで，現在完了を含む文を観察し，そこから帰

納的にその文法事項の用法に関し法則的な共通項を取

り出す．その法則的用法とは，「have+過去分詞」の形

で表される完了時制に認められる「経験，継続，完了，

結果」の四用法のことであり，その定着のために完了

形を含む英文をそのどれかに分類させ，その作業を通

じて完了形の根本概念を理解させる．ここで注意すべ

きことは，現在完了の四用法の分類はあくまでも完了

時制の概念を理解するための手段であり，それ自体が

目的ではないということだ．その概念理解から，話

す・書くという表現の段階において完了形の正確な使

用を目指すことが本来の目的であり，それがart文法

の核心となる．

　しかし，多くの英語授業では完了時制の根本概念や

意味を理解させ，それを運用のレベルにまで持ってこ

ようとするのではなく，むしろ元来は理解のための手

段であった「用法分類」が究極の目的となっているよ

うな印象を受ける．すると，完了時制の意味は漠然と

とれても，完了時制の概念を理解していないため，そ

れを「アウトプット」として使うartの段階には進め

ない．適確な表現の「核」となる文法事項の根本概念

に至らないまま，分類ばかり強制されると，artを目指

す学生からクレームが出るのは当然である．

　artの段階を目指した大学英語教育の一環として

ての普遍文法（一般言語論）」かの対立，つまり，文法

教育における「artとscienceの対立」がその根底に存

在しており，この点が外国語教育における基本的態度

の相違を形成している．

　こういった文法教育におけるartとscienceの対立

が英語教育の問題のひとつの種となっているようだ．

日本人の英語学習者の多くが目指すものは実用的英語

力の涵養であって，言語の本質に至ることではなかろ

う．もちろん，何をもって「実用」とするかについて

は，個人差もあり，レベルの相違もある．しかし，共

通して求められているものは「artとしての英語教育」

であって，「scienceとしての英語教育」ではない．し

かし，英語を教える側は，特に大学レベルの英語教員

は，英語をscienceとして研究した経歴を持つか，少

なくともscience的英語学習（英語の分析的学習）が

得意だった経験を持つ．よって，英語の授業はいきお

いscienceとしての英語に傾いてしまう．

　文の品詞分解や，文のパターン分類は，artとしての

英語教育の基礎にはなり得るが，それ自体はartとし

ての英語教育の本来的目的ではない．しかし，元来は

artとしての英語教育を推し進めるための基礎的手段

を提供するためのscienceとしての英語研究が，いつ

のまにか英語教育の中で大きなウエィトを占めるよう

になってしまった．すなわち，手段がいつのまにか目

的化してしまったこと，換言すれば英語教育のとらえ

方におけるartとscienceの混同が日本の英語教育の

根本的問題であろう．

２ ．英語教育（英文法教育）におけるartとscienceの

　融合へ

　　－「現在完了時制」を例に

　すでに見てきたように，artとしての文法教育は伝

統的にtarget languageを正確に話し・書く，つまり正

しい言語表現（自己表現）を目指すものであった．英

語国民にとっての英文法は確かにアウトプットをいか

に効果的にするかという点が第一であろう．つまり，

英語のネイティブ・スピーカーは英語を聞き，読んで

理解するというインプット面において文法をそれほど

気にしないはずであり，逆に彼らが文法を意識するの

は「書く」場合である．事実，Writing ManualやStyle 
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＋過去」を表している．そこで副詞句や前後関係から，

「経験，結果，継続，完了」などの解釈が可能になる．

ここで重要な原理的法則は「have＋過去分詞」の形を

した現在完了時制は「現在と過去という二つの時間に

またがる」ということである．さらに敷衍して「現在

の（習慣的）事実のみに関係する陳述には動詞の現在

形を，過去の事実のみを言及する場合（つまり現在に

は関係のない事実の陳述）は過去形を用い，そして現

在と過去の双方に関係がある場合（つまり，現時点に

立脚して過去を現在の関係から見る場合）には現在完

了を使う」という動詞の時制に関する一般法則を提示

することができる．簡単に言えば，Rule 1. 現在完了＝

現在＋過去というルールを現在完了の最初に示せばよ

い，ここまで単純化した規範的法則を提示することで，

応用は極めて簡単なものとなり，アウトプットを目標

としたart文法として英語表現の際にも有効となる．

まとめ

　英語教育においてscience的態度はart習得の前提

であり，ある現象を正確に理解することなしにそれを

応用することはできない．その意味でも，art文法の

前提として，文法（言語現象）を科学的・学問的に知

るということは必要不可欠である．このようなscience文

法の裏付けのないart文法，あるいは文法事項の恣意

的解釈によるpseudo-science文法を基にしたart文法

は，その学問的基盤が脆弱なだけに学習者からその誤

謬を簡単に見抜かれる．

　１８世紀の規範英文典には優れたものが少なくないが，

その多くがいわゆる１９世紀的意味でのscience文法を

前提にはせず，著者の直観，理性，良識，経験に頼っ

ていた．それが１９世紀以降の科学文法家に攻撃される

点となるのだが，ネイティブ・スピーカーがネイティ

ブ・スピーカーに模範を示すのであれば，経験と良識

によった規則集でも問題はない．しかし，英語を母語

としない日本人が，受動的慣れによるのではなく，あ

くまでも能動的学習によって英語を使えるようになる

ためには，原理的説明とその応用を可能にする体系を

持ったart文法が必要であり，その基礎にはscience文

法を据えなくてはならない．そのため，高レベルの英

science的英語の授業を行う意味があるとすれば，そ

れは高校までに受けてきた授業とは質の異なる視点，

つまり一段高い次元からそれまでの英語に関する断片

的な知識を体系化するという一点に尽きる．例えば，

英文法において分析的（analytic）な手法を中心とし

た段階から，その分析によって理解された個別的知識

をまとめる総合的（synthetic）な段階へと進むことで，

ネイティブ的な英語発想の核を体得することができる

のではないだろうか．

　では，どのようにすれば断片的な知識を体系化し，

言語の応用段階であるartのレベルにまでもっていけ

るのか．続けて現在完了を例に考えてみたい．まずは

現在完了を含む文を訳し，その用法を分類し理解した

とする．しかし，繰り返すが，この段階では用法は理

解されても，現在完了の概念そのものには達していな

い．というのは「経験，継続，完了，結果」などとい

う分類の根拠は現在完了時制の「形」である「have+

過去分詞」に内在するものではなく，そこに付随する

副詞相当語句や前後関係から判断されているに過ぎな

いからだ．例えば，He has never done it．であれば，

この完了形の用法は「経験」となるが，それはnever

という語があるから意味的にそう判断できるのであっ

て，「have+過去分詞」という形態のみから用法を判断

できるものではない．

　そこでart文法という観点から見て重要な点は，

science文法で「観察し，分類した」結果を検討し，

その分類したものをもう一度総合して，根本的かつ規

範的なルールを作り，提示することである．つまり，

様々な用法に共通する原理的な根本概念
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

を導き出して

提示し，そのすべての用法をその根本概念のもとで理

解・運用させることにある．そして，その提示される

ルールは可能な限り簡潔でなくてはならない．上述し

たように，分類というanalyticな段階から，根本概念

をつかむsyntheticな段階へと移し，ネイティブ的直

観に迫る根本概念的な規則（prescriptive rules）を示

すことが，science文法からart文法への重要な鍵であ

る．説明を続けよう．

　I have lost a pen．という現在完了の文は，「ペンを

なくした」という過去の事実の陳述と，「だから今その

ペンがない」という現在の事実の含意，つまり「現在
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【Summary】

 Art vs. Science in Teaching English Grammar
　

Hiroyuki ETO

Nagano College of Nursing
　

　The study of language, like many other disciplines, has two contrastive dimensions: science vs. art. 

While these two aspects must be closely connected with each other in the study of language, their 

ultimate purpose is totally different. The“science”of language seeks for the“nature”of language in 

scientific approaches, whereas the“art”of language presents the“rules”we have to obey in order to 

have a good command of a particular language. The science of language examines a language as it is; 

the art of language shows what a language should be.

　In Japan we have experienced a long unsolved discussion on English language education as to how 

we should teach students English effectively. There are several reasons why this problem has not been 

settled for a long time. One of the most plausible reasons is that we mingle these two aspects of 

language study － art vs. science － in teaching English. Most students want to have more practical 

instruction of English, i.e., to practice the art of English; most teachers, on the other hand, teach them 

how to analyze English sentences.

　To teach English to non-native speakers like the Japanese people, we need to blend these two 

approaches, that is, to establish an art of English teaching based on the precise scientific knowledge of 

the “target”language. To make such a new teaching method available, I propose a new“art-grammar”

of English in which we can show students not only“analytic”approaches of grammar, but also

“synthetic”processes. From the synthetic standpoint we will be able to find the“core”principle of each 

gram-matical phenomenon, from which we can understand and use each of its various deprived usages. 

As a result, we can grasp the basic structure of English and, at the same time, have  practical knowledge 

as well as skills to use English appropriately.

Keywords: art vs. science, English language education，English grammar，

　　　　　 history of linguistics, history of English philology
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